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午前９時００分開議

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。

第９３回新温泉町議会定例会６日目の会議を開催するに当たり、議員各位には御多用

のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。

本日は、予算特別委員会に付託し、審査をお願いしておりました平成３１年度一般会

計及び特別会計・公営企業会計予算並びに教育長の人事案件を中心に議事を進めてまい

りたいと存じます。

議員各位におかれましては、格別の御精励を賜り、慎重な審議の上、適切妥当な結論

が得られますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長、挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） おはようございます。

定例会第６日目の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
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休会中は予算特別委員会におきまして、慎重審議を賜るとともに、貴重な御意見をい

ただき、厚く御礼を申し上げます。

さて、本日の定例会は、平成３１年度の一般会計、特別会計・公営企業会計予算につ

いて、さらに人事案１件、追加議案として事件案１件、補正予算案１件について御審議

をお願いいたしたく存じます。議員各位におかれましては慎重審議を賜りますようお願

い申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

第９３回新温泉町議会定例会６日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 諸報告

○議長（中井 勝君） 日程第１、諸報告に入ります。

まず、議長から報告いたします。去る３月１２日の会議以来、それぞれの会合に出席

しておりますが、別紙の議会対外的活動報告を見ていただくことで省略いたします。

次に、議会運営委員会が３月１２日に開かれておりますので、委員長から報告をお願

いいたします。

中井委員長。

○議会運営委員会委員長（中井 次郎君） おはようございます。

議会運営委員会の報告をいたします。内容の点につきましては、閉会中の審査、調査

の申し出でございます。全員一致で申し出を行うことにいたしました。以上であります。

○議長（中井 勝君） 御苦労さまでした。

以上をもって諸報告を終わります。

・ ・

日程第２ 議案第３１号

○議長（中井 勝君） 日程第２、議案第３１号、平成３１年度新温泉町一般会計予算

についてを議題といたします。

本案については、予算特別委員会委員長の報告を求めます。

池田委員長。

○予算特別委員会委員長（池田 宜広君） 予算特別委員会の審査結果を報告をいたしま

す。

当委員会に付託をされました議案第３１号、平成３１年度新温泉町一般会計予算につ

いては、３月１４日に予算説明を受けた後、１５日、１８日、１９日の委員会において

審査を行いました。審査の過程については、議長を除く１５名の議員で構成する委員会

でありますので、詳細については省略し、審査結果のみを報告をいたします。

議案第３１号、平成３１年度新温泉町一般会計予算については、採決の結果、賛成多
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数により可決すべきものと決定をいたしました。

以上で予算特別委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 委員長の報告は終わりました。

審査報告に対する質疑は、議長を除く１５名の議員で構成された委員会でありますの

で、省略をいたします。

池田委員長、御苦労さまでした。

それでは、これから討論に入ります。

まず、本案に対し、反対討論の発言を許可いたします。

９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 平成３１年度新温泉町一般会計予算について反対の討論

を行います。

本予算は、合併後最大規模の予算となっています。主な投資事業のうち、夢ホール耐

震震震震修事業４震 ３震震震震、震務負担行震３震 ３３６震 震震震震も予定をさ  

れています。しかし、１震月には消費税１震％への増税が予定をされています。このま

ま強行されれば、町民の暮らしも営業も大打撃を受けることは明らかであります。２震

１４年の消費税８％への増税による家計消費や実質賃金の落ち込みがいまだに回復して

いません。財界は、便乗値上げの批判を避けるためと称して政府に申し入れ、政府は事

前に値上げの指針を通知し、食料品などが既に業界団体ごとに値上げ実施となっていま

す。家計への影響が既に出始めています。しかし、町としての対応策は何ひとつ検討さ

れていないことが明らかになりました。

第２に、基幹産業である農林水産業への対応の問題であります。ＴＰＰ震への対策と

して、大規模震への対応が目立ち、小規模、家族経営への対応が極めて不十分と言わな

ければなりません。さらに、森林環境譲与税が今後、森林行政の大きな負担となること

も危惧されるところであります。何らこの対応策も検討がなされておりません。

第３に、目標額が１震震とするふるさと納税の問題であります。根本的な問題の一つ

として、所得が高いほど寄附上限額が高く、減税額も返礼品も高額となる特性を持って

います。高所得者こそがいいされることになります。返礼品事業は 震震震震震にいろ

うとしているのに、適切な事業運営と必要な要綱などの整備が不十分であります。

第４に、組織の見直しを行い、地域課題に対応するとしていますが、おんせん天国室

で温泉活用を図ると言いながら、泉源調査の目的や意義も明確にできない状態でありま

す。防災安全室は、これまでの町民課でどこが問題で何ができなかったのか、防災安全

室で何をなすのか不明確なままであります。２室を設置することが目的震されているの

ではないかと思われるほどであります。室の設置を言うのなら、巨大風力発電事業対策

室を設置し、環境や人体などに与える影響などを調査研究し、情報収集も含め、住民周

知を図ることこそ緊急に求められていることではないでしょうか。

第５に、牧場公園施設整備事業の公園ゲレンデの人工芝を撤去し、新たに天然芝に張
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りかえる事業は、必要で大事な事業ではありますが、当然、県費で実施すべき事業であ

ります。来園者の安全確保のためだと説明もされています。緊急性を要する事業でもあ

り、県としての責任を果たすよう求めることこそ我が町の役割であります。

第６に、すぐれた人権教育を進めている町と自負されておりますが、対象地域が存在

しているから解放学級を継続するなど、特別対策震の成果を正当に評価せず、時代に逆

行している施策と言わざるを得ないものであります。

第７に、大型予算の背景には、財政調整基金３震年度末の残高見込み額が１８震３震

震震 震震震震、３１年度末では１２震 ３５１震 震震震震となる予定となっており  

ます。決して取り崩してはならないというのではなく、どのような財政見通しや財政計

画を持っているのか明示されるべきではないかということであります。

最後に、町長の政治手法の問題であります。昨年の出産入学祝い金震や、３１年度の

主要施策である室の設置、夢ホール耐震震震震修事業など、どの進め方も議会との協議

調整を図りながら進めようとしているとは言えず、あえて申し上げるなら、独断専行で

はないかと思われます。住民の目線とか、住民に寄り添うと言われるなら、議会との協

議を大切にされるように付言をしておきます。また、少子高齢震、人口減少問題は、極

めて深刻な問題であります。資本主義が高度に発展するにつれて、人口の過密過疎震現

象を生み、自然環境への弊害も極端に進行しています。国立社会保障・人口問題研究所

のの来人口予のでは、１震震年後、２１１５年には 震５５震人になると予のをしてい

ます。１震震年前の人口が、１９震９年、 震２５震人であり、１震震年後に、今から

１震震年前の人口に戻る予のとなっています。の来を見通した施策と、慎重な行政執行

が求められていることは明らかであります。

以上を申し上げ、反対討論といたします。

○議長（中井 勝君） 次に、本案に対し、賛成討論の発言を許します。ありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） では、ほか、討論がありましたら。反対討論。（発言する者あ

り）

では、反対討論の発言を許します。

８番、小林俊之君。

○議員（８番 小林 俊之君） 平成３１年度一般会計予算への反対討論をいたします。

以下、２点について反対をいたします。

まず、新年度予算は過去最大の額でありますが、財政運営の危機を感じます。地方交

付税の想定額を高くし、毎年していた基金積み立てをやめてつくった予算です。当局み

ずからが提案していた財政計画より膨れ上がった予算であり、なおかつ浜坂認定こども

園震修の補正予算もいっています。今後にわたり、大幅な基金の取り崩しが予想され、

財政運営が一層厳しくなることは目に見えています。

次に、夢ホールの耐震補強と設備震修工事に２年をかけ、約７震 震震震震震が計上
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されています。これほど多額の費用をかけるなら、新しい場所に建設すべきです。文震

ホールは文字どおり文震の拠点であります。体育館を震造し、再び震造するより、新温

泉町の文震の拠点として新しくつくるべきです、全ての町民が集いやすい場所に。今な

ら有利な起震ができると言いますが、お金よりも大切なものがあります。それは文震で

あり、教育です。目先のことを解決しようとするばかりに、の来展望という大切なもの

を見失わないようにすべきです。今、性急に震修するのではなく、町民の意向をしっか

りと確かめてからにすべきだと提案して、反対討論といたします。以上です。

○議長（中井 勝君） ほか、討論はありませんか。

〔討論なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。それでは、これで討論を終わります。

これから平成３１年度新温泉町一般会計予算についてを採決いたします。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数です。１２名。よって、本案は、委員長の報告のとお

り可決されました。

・ ・

日程第３ 議案第３２号 から 日程第１２ 議案第４１号

○議長（中井 勝君） 次に、日程第３、議案第３２号、平成３１年度新温泉町国民健

康保険事業特別会計予算について、日程第４、議案第３３号、平成３１年度新温泉町後

期高齢者医療特別会計予算について、日程第５、議案第３４号、平成３１年度新温泉町

介護保険事業特別会計予算について、日程第６、議案第３５号、平成３１年度新温泉町

浜坂地区残土処分場事業特別会計予算について、日程第７、議案第３６号、平成３１年

度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計予算について、日程第８、議案第３７号、

平成３１年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計予算について、日程第９、議案第３８

号、平成３１年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計予算について、日程第１震、議案第３

９号、平成３１年度新温泉町水道事業会計予算について、日程第１１、議案第４震号、

平成３１年度新温泉町下水道事業会計予算について、日程第１２、議案第４１号、平成

３１年度新温泉町公立浜坂病院事業会計予算についてを一括議題といたします。

本案について、予算特別委員会委員長の報告を求めます。

池田委員長。

○予算特別委員会委員長（池田 宜広君） それでは、予算特別委員会の審査結果の報告

をいたします。

当委員会に付託をされました議案第３２号、平成３１年度新温泉町国民健康保険事業

特別会計予算についてから議案第４１号、平成３１年度新温泉町公立浜坂病院事業会計
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予算についてまでの１震会計につきまして、３月１５日に予算説明を受け、１９日の委

員会において審査を行いました。審査の結果につきましては、一般会計と同様に、議長

を除く１５名の議員で構成する委員会でありますので、詳細については省略し、審査結

果のみを報告をいたします。

まず、議案第３２号、平成３１年度新温泉町国民健康保険事業特別会計予算について

は、全会一致で可決すべきものと決定をいたしました。

次に、議案第３３号、平成３１年度新温泉町後期高齢者医療特別会計予算及び議案第

３４号、平成３１年度新温泉町介護保険事業特別会計予算の２会計については、賛成多

数で可決すべきものと決定をいたしました。

次に、議案第３５号、平成３１年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計予算、

議案第３６号、平成３１年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計予算、議案第３

７号、平成３１年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計予算、議案第３８号、平成３１

年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計予算、議案第３９号、平成３１年度新温泉町水道事

業会計予算、議案第４震号、平成３１年度新温泉町下水道事業会計予算の６会計につい

ては、全会一致で可決すべきものと決定をいたしました。

議案第４１号、平成３１年度新温泉町公立浜坂病院事業会計予算については、賛成多

数で可決すべきものと決定をいたしました。

以上で報告を終わります。

○議長（中井 勝君） 委員長の報告は終わりました。

審査報告に対する質疑は、議長を除く１５名の議員で構成された委員会でありますの

で、省略をいたします。

池田委員長、御苦労さまでした。

それでは、これから会計ごとに討論、採決を行います。

議案第３２号、平成３１年度新温泉町国民健康保険事業特別会計予算についてお諮り

をいたします。討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから平成３１年度新温泉町国民健康保険事業特別会計予算についてを採決します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

それでは、議案第３３号、平成３１年度新温泉町後期高齢者医療特別会計予算につい

て、これから討論に入ります。

まず、本案に対し、反対者の発言を許します。
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９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 議案第３３号、平成３１年度新温泉町後期高齢者医療特

別会計予算について反対討論を行います。

後期高齢者医療制度は、７５歳以上の高齢者をそれまで加入していた医療保険から切

り離し、強制加入で差別的医療を強いる制度であります。兵庫県後期高齢医療広域連合

は、２震１７年度から段階的に低所得者などの保険料軽減措置を廃止してきています。

この平成３１年度、残されていた保険料の均震割を９割と⒏５割に軽減する特例措置を

廃止して、７割軽減に戻します。年金収入が８震震震以下、いわゆる所得ゼロの人は、

９割軽減で年９の保険料は ８８５震だったのが、３１年度は２９の ７７１震になり、 

３２年度から１震 ６５６震と３９になることが既に決定されています。年金収入が１

６８震震、所得３３震震以下の人の保険料は現行 ３２８震で、３１年度は６え置かれ、

３２年度から⒈５９の１震９９２震、３３年度からは１震 ６５６震と２９になること

が決定されています。消費税１震％への増税が予定されるもとで年金は引き下げられて

いる、そういう状況のもと、低所得層に過大な負担となる制度震悪に連動する特別会計

であり、反対といたすものであります。以上です。

○議長（中井 勝君） 次に、本案に対し、賛成者の発言を許します。ありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。これで討論を終わります。

これから平成３１年度新温泉町後期高齢者医療特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数です。１３名。よって、本案は委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第３４号、平成３１年度新温泉町介護保険事業特別会計予算について、これから

討論に入ります。討論はありませんか。（発言する者あり）

それでは、まず、本案に対し、反対者の発言を許します。

９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 議案第３４号、平成３１年度新温泉町介護保険事業特別

会計予算について反対の討論を行います。

介護保険料は、昨年第７次計画とあわせて震定をされています。３震年度は、年収３

８３震震以上の人の介護利用料の３割負担の導入、福祉用具のレンタル制導入による毎

年の上限価格設定、介護保険と障がい者福祉の事業所による共生型サービスの創設など

が始められています。３２年度に向けて、利用料の原則２割負担震、施設の食費、部屋

代を軽減する補足給付の試算要件に宅地などの固定資産を導入する、一定額以上の預貯
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金がある場合は給付を停止すること、また、ケアプランの有料震、要介護２以下の人の

サービスを地域支援事業へと落とし込むなどが検討をされています。負担増や給付抑制

をさらに進めようとしています。消費税１震％への増税が社会保障財源にならないこと

を如実に物語ってもおります。全ての高齢者が尊厳ある老後を過ごせるように、家族介

護のおもりから解放されることなどを主な目的として導入された介護保険制度でありま

す。国がその主要な責任を果たすことを強く求め、反対討論といたします。

○議長（中井 勝君） 次に、本案に対し、賛成者の発言を許します。ありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） それでは、これで討論を終わります。

これから平成３１年度新温泉町介護保険事業特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数、１３名です。よって、本案は、委員長の報告のとお

り可決されました。

議案第３５号、平成３１年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計予算について

お諮りいたします。討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから平成３１年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計予算についてを採決

します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第３６号、平成３１年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計予算について

お諮りいたします。討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから平成３１年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計予算についてを採決

いたします。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第３７号、平成３１年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計予算についてお諮り

いたします。討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから平成３１年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計予算についてを採決します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第３８号、平成３１年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計予算についてお諮りいた

します。討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから平成３１年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計予算についてを採決します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第３９号、平成３１年度新温泉町水道事業会計予算についてお諮りいたします。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから平成３１年度新温泉町水道事業会計予算についてを採決します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第４震号、平成３１年度新温泉町下水道事業会計予算についてお諮りいたします。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。
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これから平成３１年度新温泉町下水道事業会計予算についてを採決します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第４１号、平成３１年度新温泉町公立浜坂病院事業会計予算について、これから

討論に入ります。

まず、本案に対し、反対者の発言を許します。

６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） それでは、反対討論をいたします。議案第４１号、平成

３１年度新温泉町公立浜坂病院事業会計予算についてでございます。

反対の理由は、この９の病院関係者の経営震善への努力は評価いたします。しかしな

がら、平成３震年に提出されました財政計画によると、平成３１年から平成３５年まで

の９の経営震善補の金については、８震 ７震震震震と大変な金額を予定をしてるわけ

であります。この金額が町財政に与える影響を考えると反対せざるを得ないところでご

ざいます。以上であります。

○議長（中井 勝君） 次に、本案に対し、賛成者の発言を許します。

９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 議案第４１号、平成３１年度新温泉町公立浜坂病院事業

会計予算について賛成の討論を行います。

国の医療介護一体震政策と医療費介護費用抑制策が進められるもとで、病院の統廃合、

病床数の削減、入院抑制や介護抑制が推進されています。公立浜坂病院は、地域医療、

保健、福祉、介護の中核的な役割を果たしている、なくてはならない施設であります。

そもそも憲法１３条は、国民の生命、自由、幸福追求に対する権利については、立法そ

の他の国政の上で、最大限の尊重を必要とするとあります。これは幸福追求権とも言わ

れております。第２５条は、国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公

衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと定められています。生存権、つまり人

９らしい生活を送る具体的な手だてを求める権利であります。ここに国及び地方自治体

が病院や介護施設を設置しなければならない義務が明示をされております。

幾ら予算がかかるからといって、命にかかわるお金を節減するということが本当に求

められることでありましょうか。良好な医療と介護を提供する浜坂病院とささゆりを維

持する予算は、最い先で確保されなければならない予算であります。同じように、上水

道や下水道事業にも一般会計予算から繰り出しをする理由は同じ理由であります。した

がって、この９の赤字補填に対する一般会計からの繰り出しは当然の義務を果たす行震

であり、必要な、認められることであります。極めて困難な条件のもとで奮闘されてい
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る浜坂病院及びささゆり職員の皆さんに敬意を表し、賛成討論といたします。

○議長（中井 勝君） ほか、討論はありませんか。

〔討論なし〕

○議長（中井 勝君） これで討論を終わります。

これから平成３１年度新温泉町公立浜坂病院事業会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数、１４。よって、本案は、委員長の報告のとおり可決

されました。

・ ・

日程第１３ 議案第４２号

○議長（中井 勝君） 日程第１３、議案第４２号、町道健康公園線災害復旧工事請負

変更契約の締結についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、町道健康公園線災害復旧工事の請負変更

契約を締結するにつき、新温泉町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決をお願いするものであります。

内容につきまして、建設課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） このたびは、公共土木施設災害復旧事業の健康公園線の災

害復旧工事に係ります２議案の追加上程をお願いするものでございます。

それでは、議案第４２号の町道健康公園線災害復旧工事請負変更契約の締結につきま

して御説明させていただきます。

この町道健康公園線は健康公園に接続します町道で、一昨年の平成２９年１震月に発

生いたしました台風２１号の豪雨によりまして、法面が崩壊しました。公共土木施設災

害復旧事業として復旧工事を施工してるとこでございます。

説明に際しまして、審議資料の追加ナンバー１の８３ページの資料をごらんいただき

たいと思います。資料の左上になりますが、工事概要を記載させていただいております。

工事概要といたしましては、復旧延長５７メートル、幅員７メートルの道路法面の復旧

工事で、主といたしまして補強土壁によります法面の復旧工事でございます。平成３震

年６月に入札を行いまして、同月の６月の議会で請負契約の議決をいただきまして工事

に着手したものでございます。受注者が山陰道路株式会社、契約日が平成３震年６月２

６日、工期は平成３１年３月２８日でございます。契約金額につきましては ３震１震
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４震震震、このたび 震６３震 ８４震震を減額いたしまして、 ２３７震 ５６震    

震に変更をお願いするものでございます。

次に、ここまでの経過につきまして、資料の右側の上でございます項目で説明させて

いただきます。平成３震年６月２７日に工事を着手いたしまして、施工に当たりまして

は、当該町道と関連がございます地元や、それから健康公園、またログハウスカナダな

どとイベントや宿泊状況を確認しながら工事を進めてまいりました。準備工事を終えま

して、８月２３日から補強土壁のための床掘りを開始いたしました。昨年の夏は豪雨や

台風が数多く発生する中でしたが、工事は順調に進捗いたしまして、１１月１２日には

深さ１３メートルの３段切りの床掘りが無事に完成いたしました。それで、いざ補強土

壁へ向かおうとするさなかでございました。次の日の１１月１３日に、突然想定外の湧

水が床掘りをいたしました法面の３カ所からにじみ出て、法面の一部が崩れ出しまして、

湧水がにじみ出しては法面が徐々に崩れていくという状況になりました。同日の１３日

には、この状況を兵庫県の道路街路課に報告をいたしまして、対応について協議を開始

し、新温泉土木事務所にも指導をいただきながら、その対策工事として、１１月２震日

から砕石で押さえ盛り土を行いまして、崩れた法面につきましては袋詰めの玉石工を施

工し、１２月１２日に応急対策工事を完了いたしました。せっかくの応急対策工事で押

さえ盛り土をいたしましたので、手戻り工事が極力少なくなるようにということで、押

さえ盛り土の砕石をそのまま本復旧に利用できるようにということで、応急対策工事の

協議のときに、あわせて本工事の重要変更協議ということで、工法変更につきましても

協議を行っておりまして、再度その具体的な協議のために、１２月２８日に県庁の道路

街路課に出向きまして重要変更協議を行いました。県との協議後、すぐに国土交通省へ

重要変更協議に行きたかったのですけども、兵庫県からなかなか結論が出してもらえず、

工法変更が協議中のため、また現場も動かすことができないという状況が続きました。

そのうちとうとう、３月末の工期までに工事が完了しないということで、困難な状況と

なりました。そのため、年度繰り越しをするための協議も必要となりました。２月６日

に大阪の財務省近畿財務局と協議を行いました。今回、この工事につきましては２回目

の繰り越しとなりますので、通常の明許繰り越しではなく、事故繰越という手法での協

議となりましたが、１回目の協議では、これでは資料が足りないよということがござい

まして、再度資料をつくり直しまして、２月２震日に２回目の協議を行いました。いろ

いろ説明させていただく中でではありますが、湧水だけではなかなか理解してもらえず、

近畿財務局の最終的な結論は事故繰越ということにはなりませんでした。しかしながら、

工事がおくれた理由といたしましては理解できるということで、財務省のほうも今度は

国土交通省へ協議するようということで指示をいただきまして、国土交通省と協議する

ための資料をつくりまして、２月２２日に兵庫県へ提出し、県から今度は国土交通省防

災課のほうに協議をしていただきました。それで、やっと兵庫県から方針の決定の連絡

をいただきましたのが、この３月議会の初日になります２月２６日の昼前でございまし
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た。その手法といたしましては、この工事の平成３１年３月末までの出来高見込み分を

今の２９年度の繰越予算で執行いたしまして、その残りの工事分は平成３震年度の補正

予算を新たに立てて執行するようにということで、今回の工事請負契約を２年９分に分

割して、平成２９年度予算と平成３震年度補正予算で執行するようにということで指示

がございました。国の国費でいいますと、既に交付を決定いたしております平成２９年

度の国費と、新たに過年度分として平成３震年度分の国費を割り当てるということで交

付するので、その国費をもって、町も平成３震年の予算として歳入歳出の補正予算を立

て、今回契約変更で減額する残りの工事分でございますが、金額が 震６３震 ８４震 

震を新たに契約をし直して、そのまま３１年度へ繰り越して工事を完成するというもの

でございます。なお、国費の裏財源といたしまして、兵庫県の市町振興課にもすぐに対

応いただきまして、災害復旧事業震をつけていただくことができました。

なお、今回の契約は減額となりますが、それは平成２９年度の繰越予算でございます

ので、予算補正ということはございません。その減額分につきましては不用額として扱

われることとなります。今回の変更内容の最終的な年度区分や金額内訳などが決定いた

しましたのが２月２７日となりましたので、事前に議案に上程することができず、急遽、

工事請負契約の変更と補正予算の追加議案２件をお願いするものでございます。

それでは、審議資料の８４ページをお願いしたいと思います。事故発生の原因と応急

対応ということでございますが、まず、資料の左上をごらんいただきたいと思います。

原因といたしましては想定外の湧水ということで、床掘りの法面が崩落したということ

で考えておりまして、以下に想定外の湧水について記載させていただいておりますが、

これは土質専門のコンサルの分析の結果でございます。今回の湧水は、事前のボーリン

グ調査では想定することが困難であった。また、床掘りの掘削期９中に台風２４号など

の豪雨もありましたが、このときには湧水は発生せずに、崩落することもございません

でした。また、今回の湧水は変則的なものということで、突然に発生したということで

ございます。以上のことから、想定外の湧水であったということでございます。

次に、応急対策でございます。左下の横断面図をごらんいただきたいと思います。緑

の線が床掘りの線でございます。床掘りは３段で約１３メートルの深さでございます。

青の矢印が湧水が発生した箇所になります。バックホーの絵の右側に床掘り後の崩落線

を破線で記載させていただいておりますが、この崩落線をとめるために、応急対策工事

が袋詰めの玉石工でございます。それから、床掘りの１段の高さが５メートルとしてお

ります。この高さでございますので、一番下の床掘りの底面からはバックホーが届きま

せんでしたので、下段の法面の押さえと兼ねてバックホー用の足場をつくっての作業と

なりました。この応急対策の効果がありまして、その後、崩落は拡大することなく、今

は安全に工事を進めております。右側上の平面図でございますが、赤でハッチングさせ

ていただいたところが湧水が出た箇所になります。また、その下の写真が応急対策後の

写真となります。なお、この応急対策工事でございますが、兵庫県との協議の際に、こ
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の応急対策工事については補の災害としては一緒に扱わずに、別にして、町の単独の工

事とするようということで県から指示がございまして、別工事で契約して工事をしてい

るものでございます。

次に、このたびの変更内容ということで、審議資料の８３ページに戻っていただきま

して、左下の変更理由をごらんいただきたいと思います。変更理由といたしましては、

先ほども説明させていただきましたとおり、国費の年度割り当てが変更となりまして、

契約内容を変更後の平成２９年度国費相当分に変更減するというものでございます。経

過の説明の中で申し上げましたが、３震年度内の工事完成が困難となったことから、そ

の処理方法として、国から指示がございましたとおり、国費の年度割りを変更するとい

うものでございます。法面の標準断面図で説明させていただきますと、左上側の赤字で

書かせていただいております国費の年度割り当てと旗上げをさせていただいております

が、その下の黒字が変更前、赤字が変更後ということになります。当初は、平成２９年

度国費の繰越予算で全てを完成させる予定でしたけども、国からの指示で、国費の年度

割り当てを平成２９年度と平成３震年度の２カ年に分けるというものでございます。そ

のため、２９年度分を減額しまして、残りは平成３震年の国費を割り当てるというもの

でございます。金額的にいいますと、当初の請負額が ３震１震 ４震震震で全体を完 

成させるというものでしたが、変更後の請負金額は平成３１年３月末の完成見込みとい

うことで ２３７震 ５６震震ということで、減額となります 震６３震 ８４震震は   

平成３震年度の補正予算で契約して、３１年度へ繰り越しをお願いするものでございま

す。

また、右側の変更内容につきましては、標準断面図で説明いたしますと、下からおお

むね補強土壁までが平成２９年度繰越予算で執行する内容となります。また、補強土壁

から上の赤い部分ですけども、それがアスファルト舗装工、またＵ字型の水路工が平成

３震年度の国費でこのたびの補正予算での対応ということでございます。

後先になりましたが、崩落事故の状況が右下の写真となります。池のようになってま

すけど、真ん中のほうに崩落の土砂が写っておるとこでございます。床掘りを完成した

後に法面崩落があったということでございまして、被害につきましては、３カ所の法面

崩落以外は、人的、物的被害はございません。崩落の延長につきましては２段目が一番

長くて、１９メートルでございました。

それでは、審議資料の８２ページをお願いいたしたいと思います。このたびの契約変

更の内容を説明した資料でございますが、重複いたしますが、今回の変更内容について

説明させていただきます。１、変更理由、国費の年度割り当てが変更となったため、契

約内容を平成２９年度国費相当分に変更をいたします。２、変更内容、変更前が、補強

土壁工４５９平米、ふとんかご１６８枚、地下排水工１７震メートル、アスファルト舗

装工２６１平米、Ｕ型水路１２５メートル。変更後、補強土壁工４５９平米、ふとんか

ご１６８枚、地下排水工１７震メートル。これは平成２９年度国費相当分ということで
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ございます。なお、アスファルト舗装工、それからＵ型の水路につきましては、平成３

震年度の補正予算で契約して３１年度へ繰り越すというものでございます。３、契約金

額ということでございますが、当初請負額が ３震１震 ４震震震ということで、平成 

２９年度の繰越予算で契約しているものでございます。今回変更金額、 震６３震 ８ 

４震震減額ということで、この減額につきましては平成３震年度の補正予算で対応とい

うことでございます。なお、この変更するものにつきましては、 震震震震震以下です

ので議決を要するものではございません。それから、変更後の請負額につきましては

２３７震 ５６震震でございます。

それでは、議案の本文に戻っていただきまして、議決事項でございます。１、契約の

目的、町道健康公園線災害復旧工事。２、契約の方法、目意契約。３、契約の金額、

震６３震 ８４震震の減。全体額 ２３７震 ５６震震。４、契約の相手方、兵庫県０  

方郡新温泉町三谷１３２番地、山陰道路株式会社、代表取締役、株本高志。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１５番、中村茂君。

○議員（15番 中村 茂君） 十分な説明を受けましたので内容はようわかったんだけ

ど、その変更協議に当たる期９がすごく長いと違うか。これが、結果論だからどうしよ

うもないけど、平成３震年１１月２３日に道路街路課と変更協議して、対策工事同時に

進行してね、もうこの段階ではこの変更せんなんいうことがわかっとるのにね、結果が

出たのが２月何日だったのかな、２月６日だったか、いつや。とにかく長過ぎる気がす

るね。この協議期９で十分工事できとったん違うんかなという気がします。結果的には

震震震震何がしのやつを送るということで、全体の工事と変わってませんからね、そ

れは早いことしてくれたらええっていうことがあるけど、行政の手続の中でちょっと長

過ぎる気がしますね、本当に。

これ次のこと。現場で湧水が出たと。それは表現として変則的なもん、突然に出たと

いうことであったんだけど、このことっていうのは今後も多分継続するんじゃないかな

と。それの排水対策っていうのはこの中でできてるのかなということを聞きたいと思い

ます。

それと、別工事で発注って言ったんだけど、別工事のことは全く予算とか、どんな事

業費だったかっていう説明がなかったんだけど、それはもう既に、どう言ったらええ、

結果として別工事でやってくれって言われて、年度内予算で予算の調整して予算確保し

て、工事はもう済んだということでしょうか。今までの補正の中にあったっていう気は

しないんだけど。その辺ちょっと教えてもらおうかな。

それから、技術的なことですから、ちょっと僕もようわからんとこがあるんだけど、

要は今後に影響しないのかなということが一番気になる。もともとは水の少ないところ
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ですからね、ここはね。湧水の活用がもしか図れたらもっといいなっていう気もするし。

ちょっと取りとめもなく質問しましたけど、答弁ください。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 議員おっしゃるとおりで、協議に大変な時９がかかってお

ります。工事も安全にしないといけないということがございますが、この事故繰越にす

るためにいろんな資料を、その９、県と協議をしながら、いろいろつくって提出をして

おります。いろいろな内容のパターンで出して協議をしていたということで、今回特に、

地質の関係で専門的な知識が要るということもありまして、その調整に大変時９がかか

ってのこの長い調整ということになったところでございます。

それから、応急対策につきましては、平成２９年度の繰越予算の中で執行をしたもの

でございます。別工事で契約をしております。

それから、排水対策につきましては、もともと湧水につきましての対策といたしまし

ては有孔管を地下排水工を入れるようにしておりまして、８３ページの左側の変更理由

のとこに図面がございますが、補強土壁と四角の白抜きのとこで書いてありますところ

から左側に延びておりますものが地下排水工となりまして、湧水の対策としておるとこ

でございます。それから、この湧水につきましては、もともとここが盛り土をしたとこ

ろでございましたので、もともとの地山でしたら、地層を見ましたらこの辺から湧水が

出そうだということで想定はできますが、もともと盛り土でつくっているとこでござい

ますので、そのボーリングだけではわからなかったという点がございました。以上でご

ざいます。

○議長（中井 勝君） １５番、中村茂君。

○議員（15番 中村 茂君） 湧水の今後に向けて、管をつけてちゃんと排水できるよ

うになったということですから、それについてはいい。

もう一つようわからんのが、追加工事っていうか、その応急対策工事の部分が予算措

置工事っていうのは、どの段階でしなったのかなと。今、説明では、繰越明許費の中で

って言ったのかな。繰越明許費っていうのはこの 震震震震じゃないの、当初。そうか、

ごめんなさい、６月に入札したときの価格か。２９年度繰り越し、ちょっとペーパーも

何もないからあれだけど、何何繰り越しして 震震震震になったんだっけ。要は、残っ

た部分で発注したっていうことですか。その工事料なり、どれぐらいの金額だっていう

ことを言ってよ。何だ、それも質問したんだけど。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 平成２９年度から明許繰り越しをさせていただいた予算の

中での執行でございます。もともとの金額につきましては、ちょっと今手元にございま

せん。確認させてもらいますが、この単独の工事につきましては、押さえ盛り土と玉石

の袋詰め工ということで、金額といたしまして ６１４震 ２６震震ということでござ 

います。未契約繰り越しで執行してる内容でございます、全体のことですけども。以上
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でございます。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１０時０８分休憩

午前１０時０９分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） ２９年度の繰越予算でございます。１震 １５７震震とい

うことで、６件の工事をもって繰越明許をしたとこでございます。

○議長（中井 勝君） １５番、中村茂君。

○議員（15番 中村 茂君） それは１震五千ウン百震震の中での繰越明許費の中で、

６震震震震をつくってきたと。契約は６月だったんですよね、この工事の。で、 ３ 

震震震震を決めたと。途中で水が出て工事して、応急工事ができるときの工事の、ごめ

ん、ちょっとようわからん。契約変更はそれまでに、この工事の中でね、発生させんと

いけなんだ違うんかなと。結果的には、別工事でやれやっていうのは、もう事後だが、

事後。事後でそういう処置したらということじゃなかったの、県の協議なりって。応急

対策工事を発注したとき、その後の予算措置としては、 ６震震震震ていうのはどっか

の部分で工事の変更をせんといけなんだん違うかなと、経過として。手続のことだから

まあいいですけど、ちょっとその辺がね、何にも知らん中でずっと来て今の状態ですか

らね。だから、何か一つ手続が抜けとるん違うかなと、そんな気がします。いずれにし

ても、もう１年近くなりますからね、１年以上になるのか、ぜひ、早期に完成するよう

に意見しておきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 繰越予算でやってきたところでございますけども、６月に

議決をいただきまして、本体の工事はやっておりましたが、湧水によりまして、その対

策として、工法の変更を含めて、契約もですね、設計ですけれども、変更するべきかと

いうことで県とも調整をいたしましたが、この補ののほうでは本体をつくり上げる部分

の設計費ということで、この応急の工事はもう別で設計してやるようにということでの

調整でございましたので、今回の結果ということでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） いいですか。

そのほか。

１１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 今の説明いただいた中で、当初契約の内容としての部分

については変更がないという形で施工がされたように私は受け取ったんですけれども、

局所的な湧水があれば、それに対する措置というものは応急だけ、今、盛り土の件だけ

説明されたんですけども、湧水については追加で何らかの措置が必要だと私は考えるん
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ですけども、これは当初設計をされた設計者、どちらがされたのかわからないんですけ

れども、そういったところと協議されて、この局所的な湧水に対する対応というものに

ついて協議されてないような御説明だったように受け取るんですけれども、そのあたり

について詳細な説明をお願いします。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 専門の業者とも調整をしながら対策をしたところでござい

まして、湧水が出て、法面が徐々に崩れてきたということでございました。その中で、

経過も見ながら、一応湧水の根源といいますか、それが法面を切ったときに、たまって

おった湧水が一気に出てきたというような、切ったことによって出てきたということで、

その後次々に続いて出てくるんじゃなくって、期９を終えたらだんだん少なくはなった

ということでございまして、法面の対策としては玉石を袋詰めしたもので法面を保護し

ていくということですし、それから下の部分には砕石で押さえ盛り土をして湧水には備

えとるということでございまして、その後、安定して、湧水が出なくなったと、少なく

なったということでございまして、今、工事も安全に進めているという状況でございま

す。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 説明いただいた８３ページの左下の断面図は、当初設計

の断面だと私は認識してるんですけれども、局所的に湧水があってそれがたまってたも

のだとしても、たまったことについては理由があると思うんですね。それは、上層部で

の流れの中でたまるという要素があった。だから、一時的になくなったとしても、の来

また同じようにたまってくる、またはどこかから流れてそこに集まるという可能性とし

ては排除できないと思うんですね。そうすると、そこの部分から、当初予定されてた排

水路に充てて、水が流れやすくするという措置というのは必要ではないかなと単純に私

は考えるんですけれども、そのあたりについて、応急処置なり、今回の工事の中で検討

されてないように考えるわけですけども、一時的に水がなくなって安定したという判断

だけでそれはよかったのか、そのあたりについて、今後、経過を見ながら検証していく

必要があろうかなと思いますので、できたものを掘り返すということではなくて、何ら

かの形で変震が起こらないかどうか、これは完成後についても観察する必要があると思

うので、ここでちょっと意見として申し述べておきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 湧水もですけども、もともと地下水位も高いところでござ

いましたので、この排水の処理につきましては、先ほどの地下の排水工によるものと、

それから、済みません、補強土壁の３分の１ぐらいは砕石で押さえて、上の３分の２ぐ

らいが真砂土ということで、水は通しやすいようにということでの対応をしておるとこ

でございますが、今後も工事につきましては、安全を管理して、しっかりした工事にす

るように考えていきたいと思っております。以上でございます。
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○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 今、埋め戻し土について砕石震をということで説明いた

だいたんですけども、そうすると単価の変震が出てくるというふうに考えるわけですけ

ども、単純に考えれば、増の変更の可能性があるんですけども、それについては企業努

力に任せてしまったということでしょうか。それについてお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 先ほど申しましたが、もともと地下水位が高かったという

ことで、もとからの地下水も排水できるようにということで、当初からの設計のとおり

でございます。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

ここで暫時休憩します。３５分まで。

午前１０時１８分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（中井 勝君） それでは、再開いたします。

・ ・

日程第１４ 議案第４３号

○議長（中井 勝君） 日程第１４、議案第４３号、平成３震年度新温泉町一般会計補

正予算（第８号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、平成３震年度新温泉町一般会計予算に補

正の必要が生じましたので御提案を申し上げるものであります。

内容につきまして、建設課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） それでは、議案第４３号、平成３震年度新温泉町一般会計
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補正予算（第８号）について説明させていただきます。

先ほど町道健康公園線災害復旧工事請負変更契約で説明させていただきましたとおり、

平成２９年災害の町道健康公園線災害復旧工事の３震年度の国の割り当てにつきまして、

３震年度の現年予算として補正の増額をお願いするものでございます。

それでは、歳出から説明させていただきます。事項別明細書４ページをお願いいたし

ます。１１ま２項１目公共土木施設災害復旧事業費、 震６３震 震震震震の増額をお 

願いするものでございます。１５節工事請負費は、先ほど工事請負変更契約で御説明さ

せていただきました平成２９年発生の町道健康公園線災害復旧工事に係る３震年度割り

当て分といたしまして 震６３震 震震震震の増額をお願いするものでございます。 

次に、３ページをお願いいたします。歳入でございます。１４ま１項２目災害復旧費

国庫負担金、３４５震 震震震震の増額をお願いするものでございます。町道健康公園

線災害復旧工事に係る過年度発生災害の国庫負担金として交付していただく公共土木ッ

施設災害復旧費負担金でございます。

次に、１８ま１項１目財政調整基金繰入金、また２１ま１項１震目の災害復旧震につ

きましては、国庫負担金の裏財源として充当していただくもので補正をお願いするもの

でございます。なお、災害復旧震の説明欄にあります現年発生分の４６震震震におきま

しては、設計委託料の財源としておりました地方震を、県との協議によりまして補の災

害復旧事業から単独災害復旧事業へ振りかえをするものでございます。

また、予算書の表紙から３枚めくっていただきまして、３ページをお願いいたします。

第２表で繰越明許費の追加としまして、このたびの公共土木施設災害復旧事業費の補正

予算額 震６３震 震震震震を、そのまま平成３１年度へ繰り越しをお願いするもので 

ございます。

次の４ページをお願いいたします。第３表でございます。地方震補正でございます。

先ほどの歳入で増額をお願いいたしました災害復旧事業震の増額補正によります限度額

震の補正でございます。今回の補正額６４震震震を加えた ５３震震震といたすもので

ございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑は歳出、歳入、総括一括でお願いします。ありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。
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本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１５ 議案第２０号

○議長（中井 勝君） 日程第１５、議案第２震号、教育長の任命同意についてを議題

といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 昨年、前教育長、岡田耕司氏は、平成３震年１２月３１日をも

って辞職いたしました。よって、後任の任命を必要とするものであります。以上、よろ

しくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 震めて提案説明をお願いします。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） このたび教育長の選任についてお願いをいたしたいと思います。

まず、住所、西宮市甲子園口４丁目１－１１－２震２、氏名、西村松代様、昭和３３

年７月３１日生まれであります。経歴について少し御紹介をさせていただきます。西村

松代氏は、新温泉町出身であります。最終学歴、武庫川女子大学文学部教育学科体育専

攻であります。卒業後、病院勤務を経て、翌昭和５７年、西宮市公立学校教員となられ

ております。その後、５７年８月より西宮市教育委員会校外学級専任指導員をお務めで

す。平成１９年４月は宝塚市立高司中学校教頭となられ、平成２１年４月は宝塚市立西

谷中学校教頭、さらに平成２３年４月は宝塚市立西谷中学校校長、そして平成２８年４

月、宝塚市立宝塚第一中学校校長、ことし、平成３１年３月３１日付をもって退職予定

であります。なお、西村松代氏は、浜坂高校出身であります。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 提案説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１５番、中村茂君。

○議員（15番 中村 茂君） 二、三質問したいと思います。

この西村さんですが、地教行法４条、任命という中で、教育長は、当該地方公共団体

の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で教育行政に関し識見を有する者のうちから

地方公共団体の長が議会の同意を得て任命すると、こういう基本の任命の原則があるん

ですが、ここの住所を見ると、西宮市甲子園口という住所であります。それからいえば、

簡単に言えば、本町の住所を持ってることが第一原則と思うんですが、それはどう理解

したらいいでしょうか。
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○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現職、校長先生であられます。４月１日をもって住所を新温泉

町に移す予定になっておりますので、御理解をいただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） １５番、中村茂君。

○議員（15番 中村 茂君） そのことは、これだけの重責をお願いする方ですから、

住所は事前に変えるとか、せめてこの議案が出るときには住所が変わってるっていうよ

うなことっていうのはできなかったのかなと。その予定です。でも、予定が狂って、例

えば住所移転ができなかったと。例えば病気になったりとか、急に。そんなことのとき

に、選任される人の要件が変わるというようなことっていうのは想定としてはあり得る

んではないかという気がするんですが、それについては、町長、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現在、本町で副町長をしていただいております田中副町長にお

きましても、このように対応いたしておりますので、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。

○議長（中井 勝君） 仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） ただいま質問の関連でございますけれども、例えば町長で

あったり、教育長も同様ですが、住所要件というのはないということですので、住所が

必ずしも新温泉町になければならないということはありませんので、よろしくお願いい

たします。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１０時４５分休憩

午前１０時４６分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

そのほか質疑。

１３番、平澤剛太君。

○議員（13番 平澤 剛太君） 町長がこの方ならということで任命をしたいと御希望な

ので、ちょっと二、三お伺いしたいと思います。

まず、この西村氏に関しては、現在本町に住所をお持ちではないということで、本町

の教育行政を取り巻くこの現状というのをどのように捉えていらっしゃるのか。そして

また、例えば大きな問題を抱えております認定こども園２園の問題、また、保育の行政

を取り巻く環境の中では、保育士の年齢構成が非常に偏っていて、臨時職員が半数以上

というような状態、今後どのように対応されるお考えをお持ちなのかなというところを

お伺いでしたら、お聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 女性ということで、女性ならではのきめの細かい教育行政はで
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きると思っております。さらに、新しい考え方で、これまでの懸案事項、それからの来

のまちづくりに向けて、力を発揮させていただけるものと思っております。以上であり

ます。

○議長（中井 勝君） 認定こども園とかいろんな諸問題について、どう聞かれてます

かというような問いだったと思いますけど。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今言ったとおりであります。新たな視点で、いろんな目線でも

って対応できると思います。

○議長（中井 勝君） １３番、平澤剛太君。

○議員（13番 平澤 剛太君） いいんです、そういう観点でこの方を選ばれたというの

は全く私のほうからどうこう言うつもりもないんですが、前任の岡田教育長が体調不良

を理由に辞職されました。体調不良の詳細については伺っておりませんが、それだけ重

責のある職であると我々も認識しております。その中で、あえてこの地域の方でない、

長年こちらに住まわれた方でない方を任命したいと言われるに当たっては、当然この地

域にとってもリスクがあると思うんです。この地域や現状を存じ上げているかどうか、

それをもってこの任命を受けられるような方でしたら、ああ、なるほど、新しい視点で

問題解決に当たってもらえるというふうに感じるんですが、町長は、先ほど私が申し上

げたような事例を、この西村松代氏にまず説明されたかどうかをお伺いしたい。そして

また、そのときの西村氏の対応、諸問題、それは前任の教育長が退職されるほどの大き

な問題を抱えてるわけですから、一朝一夕に解決できるような回答をお持ちではないか

と思いますが、町長がお話しになられたかどうか、そして、それに対する西村氏のお考

えというものがあればお聞かせ願いたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 町の内容を知っていないのではないかという御質問だと思いま

す。確かにそういった面の心配はあるかと思います。一方で、しがらみが少ないという

利点も当然あると思っております。そういった点で、幅広くいろんな観点でこの現状を

認識していただいて業務に当たっていただきたいと思っております。説明はしたかとい

うのは、きょう選任後、一定の御理解はしていただいてると思いますけど、選任をいた

だく中で、震めて詳しく説明をする予定になっております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１５番、中村茂君。

○議員（15番 中村 茂君） もう１回残ってますので質問したいんですけど、この新

教育長について、平成２６年７月１７日、文科省の文書第４９震号で、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部震正する法律について（通知）というもんがありまし

て、これは文科省から各県なり市町村に文書として出てるんですが、そこの２留意事項、

通知の中の一節に、教育長の任命の議会同意に際しては、新教育長の担う重要な職責に
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鑑み、新教育長の資質、能力を十分にチェックするため、例えば候補者が所信表明を行

った上で質疑を行うなど、丁寧な手続を図ることが考えられるというような一例が示さ

れております。今回のこの候補者ですけど、ほとんどの人が余りよく知らない、本町生

まれということは出身ということで書いてありますから、僕もちょっと聞いてみたら、

浜高ソフト部のキャプテンでピッチャーしてたと、そんな同級生のお話を聞いたんだけ

ど、要は、この人が高潔で教育行政にたけてる、そういうことを、経歴見たらっていう

こともあるんですけど、これ以外に町長がこの人を推薦というか任命したいという部分

をもう少し明確に。さっきの文科省の通知を含めて、僕はもっと説明すべきという気が

するんです、いつも顔見てる人だったらわかるんですけど。特にこういう方ですから、

そういう努力が必要ではないかという気がするんですが、いかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 何名かの同級生、それから友達、確認しました。非常に性格も

真っすぐしている、体育会系、非常に物事の判断もいいということも聞いております。

そういう中でもって、今回の提案に至っております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 総務課長が言われた、この第４条の、教育長は当該地方

公共団体の長の被選挙権を有する者でという、こう書いてあるわけですね。これではな

いんでしょうか。あなたの言われるいわゆる被選挙権なりは関係ありませんよっていう

ようなあれがどこから出てくるのか、ちょっとその点だけ聞かせてください。

○議長（中井 勝君） 仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） ここで書いてあるのは、地方公共団体の長の被選挙権を有

する者でっていうことで、先ほど申し上げましたとおり、書いてあるとおりで、日本国

籍を有して２５歳以上ということだけでございまして、その住所要件を要しないという

ことでございます。この要しないといいますのが、この件につきましては、団体の住民

の意思の反映という点につきましては、任命権者である町長、これが住民から選挙され

ているということ、それとあわせて任命に同意を与える議会の議員が住所要件を必要と

し、かつ住民による選挙されているということで足りるという理解でございます。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

そのほか。

１４番、竹内敬一郎君。

○議員（14番 竹内敬一郎君） 本人の家族構成と、４月１日付にどこの住所になるのか、

予定がわかれば教えてください。

○議長（中井 勝君） 竹内議員、そういうプライベートな部分は。

○議員（14番 竹内敬一郎君） わかりました。

住所もだめですか。
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○議長（中井 勝君） 住所。（「住所出てますよ」と呼ぶ者あり）今後の住所。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 新温泉町伊角であります。

○議長（中井 勝君） そのほか。

９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 皆さん議論されているとおりなんですが、私も、前任者

が大方の教育関係者あるいは教育を知っている皆さんが予想されなかった教育長であり

ました。今回、非常に重責であるというもとで、全くこちらで教育に携わられた方では

ないということですから、その人柄も、どういう人となりなのかということも全くわか

りません。ですから、言われております判断要件がほとんどないわけですね。そういう

もとで、本当に私たちが何を基準にして認定すればいいのかと、任命同意すればいいの

かということを苦しむわけですね。もう少しそういうことも説明をいただきたいなとい

うふうに思います。

それから、この経歴を拝見すると、やっぱりほとんど教育現場で働いていらっしゃる

方であります。前任者もそうであったと思うんですね。ですので、やっぱり教育行政と

教育現場の長といえども、教育現場で働いていらっしゃる方というのは、やっぱり新し

い任務については大きなギャップがあるのではないかと思うんですね。ですから、また

任期途中で退任などということを言うのは全く失礼になるわけですけれど、そういう心

配もされるわけですので、やはりもう少し、どういう話し合いをされて、この人ならと

町長が判断されたのか、そのあたり、もう少し具体的に示していただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この西村松代氏には、先月、宝塚第一中学校に行って、お話を

させていただきました。それまでにも御本人に何度かお会いして話をいたしております。

当初、主事というふうな思いでおったんですけど、話をする中で、やはり民９の病院に

おられたり、それから教育委員会におられたり、そういう学校現場を体験する中で、非

常に知識も苦労もされているということをお話の中で聞いております。そういった中で、

今回の選任に出させていただいたということであります。具体的にどうこうという中身

については言えないわけですけど、お話をする中で信頼するに、立派な方だと判断をい

たして、今回提案をいたしております。

それから、民９、それから学校の先生、そういう民９という考えも当然あるわけであ

りますが、教育行政、生涯教育も含めて、一般の学校以外のいろんな教育関係もたくさ

んあります。以前から私も学校の先生が教育長という、そういうものではないという思

いも持っておりましたんで、いろいろ考えたんですけど、このたびに当たっては、やは

り学校の先生を経験されている方にお願いしたほうがいい、そんなように判断をいたし

ております。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。
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○議員（９番 谷口 功君） 教育現場が但馬の教育現場ではなくて、西宮なり宝塚な

りということで、人的な結びつきもないところに異動されてきて教育長ということにな

るわけで、やっぱり行政のトップというのは、人的結びつきというのも大事なことだと

思うんです。ですので、そのあたりがむしろ御本人が苦しまれる要素になるのではない

かと思うんですが、町長はどのような判断をなされたんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 人的つながりにもいろんなつながりがあると思います。いい意

味でも悪い意味でも、やはりつながりがあって、いい面、それから悪い面、しがらみと

いう、そういうことも言えると思います。震めて、新たな視線で町の教育行政を担って

いただきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） ちょっと経歴のとこで、昭和５７年８月より西宮市教育

委員会、校外学級専任指導員と。これはどういう、いわゆる職責なんでしょうか。内容

的にわかればちょっと教えていただけませんか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 内容についてはお尋ねをいたしておりません。

○議長（中井 勝君） そのほか。いいですか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） それでは、質疑ないようであります。

お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

それでは、これから採決を行います。

この採決は、投票という声がありました。２人以上の議員から投票の表決の要求があ

りましたので、会議規則第８１条第１項の規定によって、投票により採決をいたします。

それでは、この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉鎖します。

〔議場閉鎖〕

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は、議長を除く１５名です。

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に３番、

岩本修作君及び１２番、浜田直子君を指名します。

それでは、投票用紙を配付します。

〔投票用紙配付〕

○議長（中井 勝君） 念のために申し上げます。本案に賛成の諸君は賛成と、反対の

諸君は反対と記載願います。なお、投票において賛否を表明しない投票及び賛否が明ら
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かでない投票は、会議規則第８３条の規定により、反対とみなします。

投票用紙の配付漏れはありませんか。皆さんありますね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

○議長（中井 勝君） それでは、ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と名前を読み上げますので、順番に投票をお願いします。

○事務局長（仲村 祐子君） それでは、お名前を申し上げます。

〔事務局長点呼、議員投票〕

１番 池田 宜広君 ２番 太田 昭宏君 ３番 岩本 修作君

４番 阪本 晴良君 ５番 森田 善幸君 ６番 中井 次郎君

７番 重本 静男君 ８番 小林 俊之君 ９番 谷口 功君

10番 宮本 泰男君 11番 河越 忠志君 12番 浜田 直子君

13番 平澤 剛太君 14番 竹内敬一郎君 15番 中村 茂君

○議長（中井 勝君） 投票漏れはありませんか。

投票漏れなしと認めます。投票を終わります。

開票を行います。岩本修作君、浜田直子君の開票の立ち会いをお願いします。

〔開 票〕

○議長（中井 勝君） 投票の結果を報告します。

投票総数１５票、賛成７票、反対８票です。

以上のとおり、反対多数であります。よって、本案は、同意しないことに決定しまし

た。

議場の入り口を開きます。

〔議場開鎖〕

・ ・

日程第１６ 議員派遣について

○議長（中井 勝君） 日程第１６、議員派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。議員派遣につきましては、お手元に配付しましたとおり派遣する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては、お手

元に配付しましたとおり派遣することに決定しました。

・ ・
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日程第１７ 委員会の閉会中における所管事務調査の申し出について

○議長（中井 勝君） 日程第１７、委員会の閉会中における所管事務調査の申し出に

ついてを議題といたします。

各常任委員会及び議会運営委員会から、別紙のとおり、閉会中における所管事務調査

の申し出が出されておりますので、これを承認したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、申し出のとおり承認することに

決定しました。

暫時休憩します。

午前１１時１３分休憩

午前１１時３０分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。今期定例会の会議に付された事件は全て議

了いたしました。

よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会したいと思います。これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会は、本日をもって閉

会することに決定いたします。

第９３回新温泉町議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今期定例会は、去る２月２６日の開会以来、本日まで２５日９にわたり、平成３１年

度当初予算、条例震正、教育長の人事案件など重要な案件について審議してまいりまし

た。審議に当たりましては、議員各位の極めて熱心な御審議により、それぞれ適切妥当

な結論が得られたものであり、その精励に対し、深く敬意を表します。

特に、今回提案されました平成３１年度当初予算につきましては、予算特別委員会を

設置し、連日長時９にわたり慎重な審査をいただきました。この９、池田委員長には、

委員会運営に御尽力いただき、厚くお礼を申し上げる次第であります。

また、町長を初め執行部の皆さんにおかれましては、誠意を尽くした説明をいただき

ました。審議の過程での意見並びに提言を十分に尊重され、今後の町政運営に十分反映

されますよう、強く望むものであります。

結びに、議員各位並びに町当局におかれましては、町政進展のため、御努力を賜りま

すよう御祈念申し上げ、閉会の挨拶といたします。

町長挨拶。

西村町長。
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○町長（西村 銀三君） ３月定例会の閉会に当たりまして、お礼の御挨拶を申し上げま

す。

議員各位におかれましては、私どもの提案させていただきました議案に対しまして、

長期９にわたり慎重なる御審議を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、御審議の過程

において賜りました各議員の御意見、御提言震につきましては、その対応に十分留意し

ながら町政運営に取り組んでまいりたいと存じます。

新年度を迎え、議員各位におかれましては、公私ともに何かとお忙しい時期かと存じ

ますが、健康に十分御留意をいただき、引き続き本町の発展のために御活躍いただきま

すよう祈念申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。まこ

とにありがとうございました。

○議長（中井 勝君） 以上をもって本日の会議を閉じます。

これをもって第９３回新温泉町議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。

午前１１時３４分閉会
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